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平成 17年 3月期（第 46期）記念配当および 
株式の分割（無償交付）に関するお知らせ 

 
 当社は平成 16年 8月 17日の当社取締役会において、中間配当における記念配当の実施およ
び株式の分割（無償交付）について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 
 
Ⅰ．記念配当の理由および株式分割の目的 
 
 このたび、本日付弊社リリース「連結子会社ニッシン債権回収株式会社の上場承認について

のお知らせ」にて発表のとおり、当社の連結子会社であるニッシン債権回収株式会社が平成 16
年 8月 17日付にてサービサー会社しては初めてとなる東京証券取引所マザーズ市場上場の承認
を受けました。 
 これもひとえに、株主の皆様をはじめ、関係各位の温かいご支援の賜物と心から感謝申しあ

げます。 
 つきましては、これを記念するとともに、今後も引き続きご支援を賜りたく、中間配当金と

して普通配当 2円 25銭に子会社上場記念配当 50銭を加え、中間配当額を合計 2円 75銭とさ
せて頂くことに加え、当社株式の投資金額を引き下げ、株式の流動性を高めるとともに、株主

数の増加を図ることを目的として株式分割を実施するものであります。 
 

 
Ⅱ．記念配当について 
 
平成 17年 3月期（平成 16年 4月 1日～平成 17年 3月 31日）配当 

 
 1株当たり 

中間配当金 
1株当たり 
期末配当金 

1株当たり 
年間配当金 

前回予想 
（平成 16年 5月 6日） 

普通配当 2円 25銭 普通配当 2円 25銭 普通配当 4円 50銭 

今回予想 
（平成 16年 8月 17日） 

普通配当 2円 25銭 
記念配当 50銭  

普通配当 2円 25銭 普通配当 4円 50銭 
記念配当 50銭 

前期実績 
（平成 16年 3月期） 

普通配当 1円 87.5銭 普通配当 2円 37.5銭 普通配当 4円 25銭 



(注)1．平成 16年 5月 20日に株式分割（分割比率 1：2）を実施しておりますので、比較しやす
いように、平成 16年 3月期については、実績を 2分の 1に読み替えております。 

    なお、株式分割考慮前の平成 16年 3月期配当実績は、以下の通りです。 
 
  1株当たり中間配当金 1株当たり期末配当金 1株当たり年間配当金 
平成 16年 3月期 普通配当 3円 75銭 普通配当 4円 75銭 普通配当 8円 50銭 

 
  2．平成 17年 3月期の配当には、本リリース「Ⅲ．株式の分割について」における株式分

割（分割比率 1：2）による株式単位の引き下げは反映されておりません。 
 
 
Ⅲ．株式の分割について 
 
１．株式分割の概要 

 
平成 16年 9月 30日（木曜日）をもって、次のとおり当社普通株式 1株を 2株に分割する。 

 
(1)分割方法 

    平成 16年 9月 30日（木曜日）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録
された株主の所有株式数を、1株につき 2株の割合をもって分割する。 

 
(2)分割により増加する株式数 

   平成 16年 9月 30日（木曜日）最終の発行済株式数に 1を乗じた株式数とする。 
 

(3)日程 
   株式分割基準日  平成 16年 9月 30日（木曜日） 

効力発生日    平成 16 年 11 月 19 日（金曜日） 
 
２．配当起算日    平成 16 年 10 月 1 日（金曜日） 

 
３．その他、この株式分割に必要な事項は今後の取締役会において決定する。 

 
４．尚、同日の取締役会において、上記の株式の分割に伴い、商法第 218条第 2項の規定に

基づき、当社定款上の「発行する株式の総数」について、平成 16年 11月 19日（金曜日）
付をもって、96,000万株増加させ、192,000万株に変更することを決議しております。 

 
以 上 

 
<株式分割についてご参考> 
 
１．今回の分割により増加する株式数を具体的に明示していないのは、今後分割基準日までの

間に転換社債の転換および新株予約権によるストックオプションの行使によって発行済株

式数が増加する可能性があり、分割基準日現在の発行済株式数が確定しないためでありま

す。 



 
２．今回の株式分割後の発行済株式数は、平成 16年 8月 10日現在の発行済株式数を基準とし

て計算すると次のとおりとなります。 
(1) 現在の発行済株式総数      269,639,363株 
(2) 今回の増加株式総数       269,639,363株 
(3) 増加後の発行済株式総数     539,278,726株   

 
３．今回の株式分割に関しては、資本金の増加はありません。 
平成 16年 8月 10日現在の資本金  7,245,452,264円 

 
４．今回の株式分割は、平成 16年 11月 19日に効力を発生しますので、本リリース「Ⅱ．記念
配当について」における中間配当予想（記念配当を含め 1株当たり 2円 75銭）に対する影
響はありません。なお、今回の株式分割後となる期末の配当額につきましては、株式分割

前の 1株当たり配当金額水準の 2分の 1を基本とする方針でありますが、今後の事業展開
を総合的に勘案の上、配当性向等を考慮し決定したいと考えております。 

 
５．今回の株式分割に伴い、当社発行の第 3 回無担保転換社債の転換価額および新株予約権証
券によるストックオプションの行使価額を平成 16年 10月 1日以降、次のとおりそれぞれ
調整いたします。 

 

銘 柄 名 調整後転換 
(行 使 )価 額 

調整前転換 
(行 使 )価 額 

第 3 回 無 担 保 転 換 社 債 196円 30銭 392円 50銭 

新 株 予 約 権 証 券 
（平成 14年 6月 22日開催定時株主総会決議）  125円 00銭 249円 00銭 

新 株 予 約 権 証 券 
（平成 15年 6月 24日開催定時株主総会決議）  133円 00銭 266円 00銭 

新 株 予 約 権 証 券 
（平成 16年 6月 22日開催定時株主総会決議）  250円 00銭 500円 00銭 

 
ご注意 
 本書は記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行なう際は、必ず

ニッシン債権回収株式会社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（ならびに訂正事項分）をご

覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 


